
川越市介護予防・日常生活支援総合事業の回数制導入について

（お知らせ） 

１ 導入内容 

 ⑴ 訪問型サービス（独自）（Ａ２） 

   令和６年 10月より、従来の月額報酬制に加えて回数制を導入します。 

   令和６年厚生労働省告示第 86号別表単位数票の訪問型サービス費に定める単位数 

標準的なサービス 287単位 

20分～45分の生活援助 179単位 

45分以上の生活援助 220単位 

短時間の身体介護 163単位 

  ※参考 従来の月額報酬制での単位数   週に 1回程度の場合   1,176単位 

                      週に２回程度の場合   2,349単位 

                   週に 2回を超える程度の場合  3,727単位 

 ⑵ 通所型サービス（独自）（Ａ６） 

１月当たりの回数を定める場合（月４回まで） 436単位 

１月当たりの回数を定める場合（月８回まで） 447単位 

  ※参考 従来の月額報酬制での単位数   事業対象者・要支援１  1,798単位 

                      事業対象者・要支援２  3,621単位 

２ 注意事項 

⑴ 今までの月額報酬制がなくなるわけではありません。 

⑵ どちらの算定方法とするかは担当のケアマネジャーとご相談をお願いいたします。 

⑶ あくまで計画に基づいた請求となるため、今月はサービスを受けられなかったから

回数制にしたいというようなご要望はお受けできません。 

⑷ ご自身のケアプランがどちらの算定方法となっているかは、担当ケアマネジャーへ

ご確認ください。 

⑸ ケアプランは個人ごとに作られます。同じような利用回数の方でも請求金額等が異

なる場合があります。 

⑹ ご自身やご家族のご要望だけで月額報酬制と回数制の変更はできません。あらかじ

め、ケアプランの作成時に必要性等を検討することが必要となりますので、ご了承

ください。 


